
派遣労働者の労働条件の
確保について

令和７年12月３日

熊本労働局 監督課



１ 本日の説明内容

☆時間外労働の上限規制（中小企業：2020年4月-)

☆労働時間とは？把握方法は？集計は？

☆月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
（中小企業：2023年4月-)

☆最低賃金の換算の方法

☆労働条件明示の改正（2024年４月-）
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2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

４月 ４月 ４月 ４月 ４月７月６日
（公布日）

大
企
業

中
小
企
業

４月

労働基準法
 ・割増賃金率見直しの
 猶予措置の廃止

パートタイム・有期雇
用労働法

労働者派遣法

労働者派遣法

労働時間関係 同一労働同一賃金関係

パートタイ
ム・有期雇用

労働法

労働基準法
 ・上限規制

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
  ・高度プロフェッ
ショナル制度

  ・年休取得義務
  ・フレックスタイム

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
 ・上限規制、賃金請求権
延長

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
  ・高度プロフェッ
ショナル制度

  ・年休取得義務
  ・フレックスタイム

その他の法改正関係

女性活躍推進法
・情報公表

６月

＜ 中小企業 ＞ 資本金の額又は出資の総額 or 常時使用する従業員の数

①製造業など（②～④以外） ３億円以下 300人以下

②卸売業 １億円以下 100人以下

③サービス業 5,000万円以下 100人以下

④小売業 5,000万円以下 50人以下

女性活躍推進法
・プラチナえるぼし
認定

労働施策総合推進法
・パワハラ防止対策

女性活躍推進法
・労働者数１０１人以
上
３００人以下に行動計
画
策定等労働施策総合推進法
・パワハラ防止対策

育児・介護休業法
・看護休暇、介護休
暇(時間単位取得）

１月

育児・介護休業法
・看護休暇、介護休
暇(時間単位取得）

１月

男女雇用機会均等法
育児・介護休業法
・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策の強化

男女雇用機会均等法
育児・介護休業法
・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策の強化

６月

労働基準法
 ・賃金請求権延長

高齢者雇用安定法

労災保険法

労働施策総合推進
法
・中途採用者の公
表

雇用保険法
・65歳以上の労
働者に適用

１月

自動車運転者労働時間等の
改善のための基準（改善基
準告示）の施行

労働基準法施行規則
 ・賃金の口座振込み
等について

働き方改革関連法等の改正状況について
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大企業は２０１９年4月から、中小企業は２０２０年4月から、残業時間
に制限が掛かっています。

時間外労働の上限規制について

上限なし

（現在）

法律上は、残業時間の上限がありませんでした

（行政指導のみ）。そのため、長時間労働の原因

となっていました。

１年間＝12か月

月45時間
年360時間

１日８時間
週40時間

年間６か月まで

大臣告示による上限
（行政指導、罰則なし）

（改正後）

１年間＝12か月

年間６か月まで

月45時間
年360時間

１日８時間
週40時間

法律による上限(罰則有)

法律による上限
① 年720時間
② 複数月平均80時間＊
③ 月100時間未満＊

＊休日労働を含む

残 業 時 間

特別条項

法定労働時間

残 業 時 間

法定労働時間

特別条項

改正②

改正①

上限なし

問題点①

問題点②

法律で残業時間の上限を定め、これを超える残

業はできなくなります。
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月４５時間を超えて残業（特別条項）をさせる場合は、

90
時
間

70
時
間

80
時
間

４月 ５月 ６月

平均８０時
間

平均８０時
間

① １か月の残業時間（休日労働含）を１００時間未満にする。

② 複数月（２～６か月）で平均８０時間以内（休日労働含）
にする。
これは、例えば４月に９０時間残業をした場合、翌月の５

月は最大で７０時間までしか残業ができないことになります。
さらに、5月に７０時間残業した場合、６月は最大で８０

時間までしか残業ができないことになります。

③ そして、１年間を通して７２０時間以内（休日労働は含ま
ない）に残業時間を調整する。

①各月ごとを確認し、
②次に複数の月を確認して、
③最後に年間を確認、
と３段階で管理

ポイント（１） 改正後の残業時間の考え方（一般業種）ポイント（１）
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２０１９年４月以降、使用者は、全ての労働
者の労働時間の状況を把握する義務が必要になった。

労働時間の状況把握について

① 健康管理の観点から、労働時間を客観的に把握することを法律（労働
  安全衛生法第66条の８の３）で義務づけ。

  ② 裁量労働制が適用される人や管理監督者も含める。

改正前

改正後

① 割増賃金を適正に支払うため、労働時間を客観的に把握することを通達で
規定。

  ②  管理監督者及び裁量労働制が適用される人は対象外。
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２ 労働時間の考え方

使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。

労働時間とは

① 使用者の明示的・黙示的な指示により労働者が
業務を行う時間＝労働時間

② 労働契約や就業規則などの定めによってではなく、
客観的に見て、労働者の行為が使用者から義務づ
けられたものといえるか否か等により判断
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労働時間とは

http://4.bp.blogspot.com/-ecw6-v-GLOk/VlAZR_II0NI/AAAAAAAA05E/QBf2xdsUxt0/s800/pose_meirei.png


２ 労働時間の考え方

使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
例えば・・・

労働時間とは

① 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な
準備行為（着用を義務付けられた所定の服装への着替え
等）や業務終了後の業務に関連した後始末を事業場内
において行った時間

② 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事す
ることを求められており、労働から離れることが保障されてい
ない状態で待機等している時間（いわゆる「手待時間」）

③ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育
訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習
等を行っていた時間
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３ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごと
の始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。

１ 始業・終業時刻の確認・記録

使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。
単に１日何時間働いたかを把握するのではなく、労働日ごとに始業
時刻や終業時刻を使用者が確認・記録し、これを基に何時間働いた
かを把握・確定する必要があります。
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タイムカードみたいに機械で客観的に把握するのが望ましいです。

機械の導入が難しければ、自己申告制でもいいけど、注意点をよ
く守りましょう。

客観的に労働時間を把

握する方法

①使用者が現認

②タイムカード、ICカード等

③自己申告制

労働者への十分な説明

必要に応じて実態調査を行う

労働者の適正な申告を阻害する要因を改善する

注
意
点

一番良い◎ 

運用が難しい  △

注意点あり ○

労働時間の管理方法ポイント
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労働時間の把握方法は



３ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

２ 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法

使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則
として次のいずれかの方法によること。

（ア） 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記
 録すること。

（イ） タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等
の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

使用者自ら、あるいは労働時間管理を行う者
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３ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

３ 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置

原則的な方法によることなく、自己申告制により行わざるを得ない場合、
以下の措置を講ずること。

（ア） 自己申告制の対象となる労働者に対して、ガイドライン
 を踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己
申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

（イ） 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制
の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置
について十分な説明を行うこと。

説明すべき事項として、労働時間の考え方、
自己申告の具体的内容、適正な自己申告を行ったことにより不利
益な取扱いが行われることがないこと など
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３ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

（ウ） 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時
 間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態
調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録な

ど、事業場内にいた時間の分かるデータを有している  
場合に、労働者からの自己申告により把握した労働
時間と当該データで分かった事業場内にいた時間と
の間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を
実施し、所要の労働時間の補正をすること。

３ 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置

他にも、自己申告制が適用されている労働者や、労働組
合等から労働時間把握が適正に行われていない旨指摘が
あった場合には、実態調査を実施すること。
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３ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

（エ） 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時
間について、その理由等を労働者に報告させる場合に
は、当該報告が適正に行われているかについて確認
すること。

 その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等
であるため労働時間ではないと報告されていても、実際
には、使用者の指示により業務に従事しているなど使
用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間
については、労働時間として扱わなければならないこと。

３ 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
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３ 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

（オ） 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つも
 のである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労
働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働
者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならない
こと。
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働

手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働
時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認
するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための
措置を講ずること。
さらに、労働基準法の定める法定労働時間や時間外労働に関

する労使協定（いわゆる36協定）により延長することができる時間数を
遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数
を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているように
することが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣
習的に行われていないかについても確認すること。

３ 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置
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①１分１秒が労働時間となるのか？

②労働時間の切り捨ては認められるのか？

③労働時間の端数処理について

１か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合
計に１時間未満の端数がある場合に、３０分未満の端数を切り捨て、そ
れ以上を１時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものでは
なく、事務簡便を目的としたものと認められるから、労基法第２４条及
び労基法第３７条違反としては取り扱わない。（昭６３・３・１４ 基
発１５０号）
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法律改正 割増賃金について
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20
最低賃金の確認の方法

最低賃金額との比較に当たって、次の賃金は算入しません。①臨時に支払われる賃金（結婚手当など）②１か月を超え
る期間ごとに支払われる賃金（賞与など）③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃
金など）④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など）⑤午後１０時から午前５時までの
間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分（深夜割増賃金など）⑥精皆勤
手当、通勤手当および家族手当



21
労働条件明示事項の改正
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ホーム>政策について>分野別の政策一覧>雇用・労働>労働基準>

主要様式ダウンロードコーナー（労働基準法等関係主要様式）
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お疲れ様でした。

ご清聴ありがとうございました。
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